
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きみの人権を守る  

 

第３０号 ２０２１年９月 

発行：国立市オンブズマン事務局 
くにたち子どもの人権オンブズマン機関紙 

子どもの権利とは 

ミライ 

 

東京都は、子どもたちの権利を守るための条例（ルール）をつくりました

（令和３年４月１日スタート）。 

わたしたちが生まれた時からあたりまえにもってい

る大事なものです。 

すべての子どもはどんな差別も受けず、自分らしく

生き、育つ権利を持っています。 

世界では、子どもの権利を守ることを決めた「子どもの権利条約」という国と国との約束

があります。東京都こども基本条例はその精神にのっとっています。 

東京都は、子どもの目線に立って、子どもの最善の利益を考え、 

子どもの意見を適切に聞く仕組みを作っていくことを約束しています。 

つまり、大人も子どもも、みんな

が意見を出し合って、一緒に 

誰もが大切にされる社会を作ろ

うってことね。 

東京都こども基本条例 できま

した！ 

もっと詳しく知りたい人は、 東京都こども基本条例 検索 してみてね。 

知ってい

ますか？ 

イラストは東京都立第五商業高等学校イラスト部の皆さんが描いてくれました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オンブズマンに手紙を書きたい！ 

・電話は恥ずかしい 

・事務局には行きづらい 

・返信の手紙の差出人には 

「子どもオンブズマン」とは書きません 

 

こんなときにオンブズマンレター 
どんなことでも

相談できます 

 
オンブズマンか

ら返事がきます 

ひみつは 

まもります 

電話代は 

タダです 

フリーダイヤル なんでもOK な  や  み ゼロ 

0120-70-7830 
 受付時間 月～金 午前８時３０分～午後５時（祝日のぞく） 

相談フォーム

QRコード sec_ombudsman@city.kunitachi.lg.jp  メール送信

QRコード 

直接くる時 国立市役所 北庁舎２７番窓口 予約なしでの直接来所も OK! 

オンブズマン事務局 042-505-5127 ☎ 

今、悩みがなくて使わなくても、いつか役に立つかもしれないから取っておいてね！ 

書いて

はって

出す！

子どもの主張
しゅちょう

川柳
せんりゅう
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たくさんの応募ありがとう！追って賞状等を送ります。ペンネームの人はよかったら、連絡ください。 

 
9/27 か ら

Twitter で 

紹介します 
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ホームページにものってるよ！ 
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